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審 査請 求 人　　　　　　　　　ダ
＼

…

…
…ｉ ｌ 　

処　 分　 庁 ／　　　　．
吹y田市 福 祉事 務所長

審査諳求人が、平成２３年.7月１１日付けで提起した生活保護法
昿基づく保護変更決定処分に係る審査請求について、次のとおり･裁
決する．　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　・

主 文

１　処潸 庁が、平成2 ･3 年６月１４`日付けで行った生活保護法に
基づく保護変更決定処分を取り消す。

２ 残 余 の請 求に つ いて は、 これ を棄却する。

理

第 １ ＼審 査 請 求 の 趣 旨 及 び 理 由

１ 審査.請求の趣旨

由



本件審査･請求の趣旨は、処分庁が平成一23年６月１４日付けで
審査請求人（以下､「請求人」という。） に対して行った生活保護法
（以下「法」という。） に‘基づく保護変更決定処分（以下 ｒ本件変
更決定）という。）を取り消し、タクシー利` 用料｡を含めた通院移
送費の支給を求めるものと解される。　　　　　　　 。　　　　　’

２　’審査請求の理由

本件審査請求の理由の要旨は。次のとおりである。

保護変更申請書（医療扶助移送費用）提出するが、４月分まで
は支給していたが、５月分よりタクシー利用分がなく、支給され
なくなり√５月分これ･に対･して違法であり不当である６７

､第２　当庁が認定七た事実及び判断

１ 当庁 が 認定 し た 事実

（１） 平成８年１ １ 月 ８日付け’で、処ヽ分庁に七、必求人及び㎜

｜　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　
・　●■ （以下「Ｉ 」1という/。）の２人世帯の生活保護が開始きれた

こと･。　　　　　　　　Ｊ　　　　　　　　　　づ

（３） 平成２３年６月６日付けで、請求人は処分庁に対し 、５月分

の･請求人及jJ■ の通院移浪費41して、J.Ｒ吹田緘から/JR 新大
阪 駅 間一の･電 車 利 用料 １ ， ６ ００ 円 及び タ ク シ ー利 用
料1,980 円を申請レたこと。なお、同申請書は、移送の給
付要否意見書と一体になっておりヽ請求人＼及び■め両人‘9通院
医療機関７万ある㎜ 病院の要y否意見として、ｒ鉄道利用心
やむなし 」、「タクシー利用･も や むな し 」 と の記 載が あ る こ と

（３） 平成,２ ３ 年 ６月１４日付けで，処分庁は上(  2 ) の申請に



対し、「通｡院交通費（㎜ 病院５月分　Ｊ Ｒ一吹田～ＪＲ新
大･阪） の 認 定･によ る 。 」 と の 理由･により 、･耄 車 利 角
料1  , 6  0 0 円に限り支給する本件変更決定を行ったこと。な
お、請求人から同年５月２０日付けで申請のあった４.月分の通
院交通費については、処分庁は、同月３１日付けで申請どおり
～電車利濔 料とタクシー利用料の両方を認定したこと。また、同
申請書は、通院回数、申請金額等を除き、上記（２）の申請書
とぽぽ同様の内容であり、「タクシー利用もやむなし」との記
載があ=るごと。　　　　／　　　。。

（４ ） 平 成 ２ ３ 年 ７ 月･ ２ ９ 日 付 け で 、 処 分 庁 が 審 査 庁 に 対 し て 提 出 し

’ た 弁 明 書 （I以 下 「 弁 明 書 」 と い うi。 ） に は 、 次 の 趣 旨 の 記 載 が あ

る こ と ＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　・　　　　　　　　　 ・　　●

ア　亠求人左Ｉ は、平成１８年10J=l から大阪市
㎜

・
㎜

跨院に外来通院をしており、亅Ｒ吹甲駅から同病･院
の最寄り駅であるＪ Ｒ 新 大阪駅 まで は電車 を利 用し ているがＪ

請求.人 宅 から Ｊ．Ｒ 吹田 駅まで はタ クシーを利用する場合が･あり 、

移送 費の申請 をし てそ の費用の支給を受･けてきた．･･　．．　　　　二

イ　平成２３年４月に地区担当ケースワーカーが変､更･となり．平
成２ ３ 年４月６日付･で申請のあった保護変更申請書（医療扶助
移ぎ 費用）を確=認したところ、通院回数に比してタクシー利用
回数が少ないことから、請求人に内容を確認したところ、バス
を利用する場合とタクシーを利用する場合、または徒歩の場合
もあるとの回答であったが、タクシー¬利用が必要’と判断.するに
足る明確な理由はなかった．　 二　　二

ウ　そこで地区担･当ケースワーカーは、平成２３年５月９日に請’
求人に対しバスでの移送が･可能なら･ぱバスを利用する必要があ
るこどを伝え、平成２３年５月.分からタクシー料金については、



通院移送費として認定できない旨の説明を行つな。
また、請求人の㎜･ 病院で受診中の’疾病肺

㎜

群等でありｉ 特に同･病院を受診せざるを得ない理由はなく、誚
求人宅から約㎜ ヽ･1－トルのところに

㎜
病院（吹’田

市㎜ ）があるため、近隣の医療機関へ輸院するように指導
しているところである。　　　　　　。

こ　 本件審査請求･の争点はタクシーを利用しての迪暁の必要性に
レ あるが、次の理由により不要と考えられるため、`本件処分は正
当である。　　　　　　　一ト　　　　　　　　　ー。

（ア） 請求人とＩ に■ 障害はなく、その傷病や生.活状･況から
梟電車・バス等の利用が著しく困難な状況であるとは認めら
れない。　　， へ　／　　　　　　　　　　　△

（イ匚 請求人宅から約皿 メー’トルの地点には吹田市が運行
している福祉巡回バスの停留所「㎜ （ ㎜ 付
近）．」がありヽ また1約㎜ メー.トルの地`点.に淋 阪急バス1め
停留T所『㎜ 』があり．一利用可能な公共交通機関が存在す
レる．

４５） 平成２３年８月１５日万付けで、請求人が審査庁に提出した反論

書には、次の趣旨の記載があること。　　　　｡　　　　I●　I　　｀

ア’㎜ 病院に珮院に利用する交通機関・電車ＪＲと自濾
より駅迄往復にタク々 一利用した分を今迄冲請膏し｡て受給認
寞を受けていたが平成２３年･５月分移鑷費申請分よりい電車利
用分含み認定受給を鷽けタクシー代利用に付いては決定され
る停止決定の話を受ける'。がこのタクシニ利用万分請求中請分
も正当であり支給を受ける権利もある。



ｲ、 今迄の平成2.3 年３月及ぴ４月分合わせて移送交通費通院
交通費の認定支給決定を受けていた経緯経過があり、支給認
定決定条件に該当する病気疾患等などの内容項目等がある。
その内容項目疾愚痛病名･とjは、諭求人､は㎜､ 万■
㎜ ㎜ ㎜ ㎜
㎜ 、㎜ 他の疾患による体調具合が痛みや体調不調に
よる一事や圃 の疾患傷病名、㎜ 、㎜ 、㎜
等に依る下半身の痛み腫れ痺れやD lr氏よりの安静など具合
悪く体調不調などもありで又請求人と先哥Ｄ､ｒ氏よ■ の安静
等指余もありと■ そろっての共通疾患傷病名㎜｡
㎜ で■ そろってバスの利用は不適合不欅合な理由があ
る。

ウ　その内容とは、ハスの･室内や空間が狹く又バスの揺れが濛
レくこれにより乗り物`酔が発生する．バス空､間が狭い為に他
人の同乗者の方で大きな声.を出したり大きな声で会話、話し．
声が大きく他の同乗者の皆さん諳求人らも.含む方々･に迷惑を
掛ける人方がマナーも心得も常識もな.い大方がいて･話し合い
をしてもトラブル揉φ亊にもなるなどの為に依る事で㎜
㎜ の■ 蠏患や請求人らも大丿司関保のコミュニケーシヨ
ンが取り にく い面が有り、 手帳■ 認定
も受理又請求人も㎜ 障害者I 級゛)受給･手帳も膏理もしてり
る 。

エ　担当ケースワーかーが変更となり担当氏よりの確認事項説
明文で通院回数に対してタクシー 利用回数が少ないことから
請求人に内容を確認したところ、パスを利用する場合と夕｡ク
シーを利用する場合また徒歩の場合もあるとの回答であった
が等とあるが請求人自身はその様な説明をした言い方はして
こいない。請求人の説明がうまく言えなかったのか発音が悪
かったのかくい違いがあるｙ　　　　、



丶
一
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１

１
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ｗ

４

丶
ｒ

オ　 担当者が説明記入 の事で疾病のことでただ一部 の･事 で 中 心

にな る 病 気 では な く 等 と は違 法不

当である。又㎜ 病院転院の事に関しても以前の担当
者 各 位 に 請 求 説 明 々 ど. も 重 症 患 者 や 急 性 期 の 患 者 疾 患 疾 病 特

位 病 気 等 な ど の･ 診 察 治 療 を 行 う と い う Ｄ ｒ 先 生 よ り の 話 し 説

明･ な ど を 貊 し 説 明 も し て あ る ． バ ス 使 涸 渾 可 も 話 し 説 明 し て

㎜　　ｌ　　　 ，　　　　　　･． ；　．　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　 －　Ｉ， ’
あ り タ ク シ ー 利 用 を し て い る ．･ 現 利 用 し て い る Ｊ Ｒ 電 車 賃 ，

タ ク シ ー， 代 利 用 に つ い て は 正 当 で あ る ａ　　
・　　・　　　　　|

¶　　　 ●　・

カ　 担当渚 に前記ﾌ（･4 ）のエに対して も以前にも説明もして屬
る。　　　　 … … ヽ　　　　　十　＼　　　　　　　　　　　▽

……（ア）Ｉ に■ 障害はないや不当違法である．

２

(イ匚　１ ０ ０･メ 一トルの地点が舩る吹田市福祉巡回バス楹利｡･
用できる時間帯がない。八・　　　　　　・ ＼　　　　　　勹･･厂
㎜ バス停発.I :･㎜ 、■､: ㎜ 、㎜: ■ 廴i
日３本レかなぐ阪急パ スも毎時 ］ﾌ時゙ 間に１台が走湎･ていyな
く、吹田市内を長距離長時間も走･る為に色一々 な｡理｡由発生､に
依る大幅なI遅れが発生すること多しであ･る。もしﾉｔスを利

Ｉ　　　・　・ ¶■　　　　　　　　■用できて利用をしたら早く出て 受診前･何時間が予約時間よ
レ

りし大幅な時間に余ゆう不本意。お金が食事代など高い出費
が必･要になるなど私達の不利益や病気疾病･疾患症状に異状
が発生することなどがおかかりしてある（原文ママ）。･し・

判　 断

（ｌ ）　法第４条は、生居保護制度における基本原゙ 理のーつである
一　「保護の補足性」について規定しているが、第１一項に.おいて、
「保護μ、生活に困窮する者が、その利用し倚る資産、能力その



他あらゆるものを、･その最漑限度の生活の維持･(?)ために活翅す
ることを要件として行わ･れる。｣ と定めている。また、法第５
条により、この他律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づ
いてなされなければならないと定められている。　　。。

（２ ） 生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 基 準 （ 昭 和｡38 年 ４ 月 １ 日 厚 生｡省 告

示 第 １ ５ ８ 号 ） 別 表 第 ４ は ， 医 療 扶 助 基滯 に つ い て ， 移 送 費 は

移 送 に 必 要 な 最 小 限 度 の 額 と 規 定 し て い る 。
。　　　　　　　　　　　・　ｓ　　　　・ 

Ｉ　・生 活 保 護 法 に よ る 医 療 扶 助 運 営 要 領 につ い て 「 昭 和 ３ ６ 年 ９

月 ３ ０ 日 社 発 第 ７ ２ ７ 号 厚,生 省 社 会 局 長 通 知 。 以 下 イ・運 営 要

領 」 と い う 。 ） 第 ３ の ９ の （4, ） ア に お い て ， 「移･送 に 要 す る

費 用 は。 傷 病 等 の 状 態 に 応 じ ， 経 済 的,か,つ 合 理 的 な 方 法 及 び 経

路-に よ り 移 送 を 行 っ た 鯲 の と し て 算 定 さ れ た 鰛 小 限 度 の 実 費 」

と 定 め ら れ て い る 。 ま た ， 運 営 要 領 第 ３ の ９ の （ ３ ） イ に お い

て ， ｒ被 保 護 者 か ら 申 請 の あ っ た 場 合 ， 給 付 要 否 意 見 書 ，（ 移

l,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●送 ）二に よ り 主 治 医 の 意 見 を 確 認 す る と と･も に ， そ の 内 容 に 閧 す

る 嘱 託 医 協 議 及 び 必 要 に 応 じ;て 検 診 命 令 を 行 い ， 福 祉 事 務 所 に

お い て 必 要 性 を 判 断 し √ （ 中 略 ） 適 正 に 決 定 す る こ と 」 と 定 め

ら れ て い る 。･　　 ／　　　　　　　　　　 ・　　　。･

（,３） 本件についてみると．前記第.2 の１の（２）か･ら（４）の認定事
実のとおり，請求人からあった平成２３年５月一分の通院移送費
支給申請のうち． 処分庁は･，電車利用料に限り認定レ，．夕,ク

914ｼ4yl ﾀﾞｱXT料眸支給し.なT 旨.決定しT ことが認められる゜　 ／

け 吁 胯 捏芋゛ヽタクシづ 口"耳 ゛支給μ Ｏ゛ ゛也讐定したこと
ﾂ ≒゙ 詼 Ｗ此 √タクシーを･利用し７・ 通院・ 必要性ふなlC､として√

前 記 第 ２ の ユ の （４ ）の エ め （ ア ）及 び （･イ ） の と お り 、 請 求 人 及

ぴ 妻 の 傷 病 や 生 活 状 況 か ら 電 車 ・ バ ス 等 の 利 用 が 著 し く 困 難 な

状 況 で あ る と は 認 め ら れ な い｡ こ と 、 タ ク シ ー 以 外i こ 利 用 可 能 な

Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■●公 共 交 通 機 関 が 存 在 す る ご と を そ の 理 由 に 挙 げ て い る 。 こ れ は､ ’



前 記 （ ２ ） の 運 営 要 領 第 ３ の り の （ ４ ） ア に 照 ら し て 判 断 し だ
丶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　●

も の で あ る と 推 測 さ れ 、 そ の･点 に 限 り 、 妥 当 と い え る ．

し か し な が ら 、 本 件 変 更 決 定 に お い て 、 通 院 回 数 、 申 請 金 額

等 を 除 き 、 申ﾐ請 内 容 が ほ ぼ 同 様 で あ る ４ 月一分 の 申 請 で は 、 通 院

交 通 費 と し て 認 定 し た タ ク シ ー 利 用 料 を 認 定 し た に も か か わ ら ．

ず ノ こ れ を 認 定 し な か つ･た も の で あ り 、 ま た 、 ４ 月 分 及 びj5 月

分の申請淪には、それぞれ、㎜ 病院の要否ｔ 見として、
「タクシー利用もやむなし」との記載加あることから√少なく
ともこの点､に関しレ 前記（２）･の運営要領第.3 の９の（.3 ）イ
に基づき･、．嘱託医協議等を行うな.ど、医学的な判断も必要とさ
れるべきところ、処分庁から提･出された弁明書や挙証資料から
は、それが行われたことが確認できな､いことから、通院移送費
の適否の判断が適正.に行われたと認めることは困難である．

（５）　したがって、本件決定については、そ.の調査及び判断に瑕疵
・があったといわざるをえず、取り消すのが妥当と判断する．

なお、タクシー利用料を含めた通院移送費の支給を･求める残
余め請求については、本I裁決に基づき行われる処分庁の決定の
呻.で一体的に判断.されるべきことであるため、これを棄却する．

以上の理由によ､り、行政不`服審渣法第４０条第２項及び第｡3 項の規。

定を適用して主文のとおり裁決する。　 ＼　　　　　　　　　　　　　。･

平 成 ２ ３年 １ ２ 月１ 日

審 査庁　 大阪府知事　 松井　 一

教 一不

ごの裁決に不服があるときは、この裁決があったこ万とを知っ十た/日'の



ら起算して βＯ日以 内に、厚生労･働 大 臣に対し 再 審 査 請求 を す
だ と が､でき ま す( なおヽ 裁 決 が あっ.だ 亠を知っ た 日(7)翌 日 か ら 起

■　■　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　●して ３０日以内であっても、裁決があった日の翌日から 起算してｌ
年 を 経 過 す る と 再 審 査 請 求 を す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。　 。一

ま･た 、 こ の 裁､決 に つ い て は 、 こ の 裁 決 が あ｡つた こ と を 知 っ た 日 の 翌

日 か ら 起 算 し て6･ 箇 月 以’内 に 、 こ の 裁 決 の 聊 提 と な る 決 定 を し た 市 を

被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 市 を 代 表 す る 者 は 市 長 と な り ま す 。 ） 決 定

め 取 消 し の 訴 え 膏 、 あ る い は 大 阪 府 を 被 告 と し て （ 訴 訟 にお い て 大 阪

府 を 代 表 す る 者 は 大 阪 府 知 事 と な り｡ま す 。 ） こ の 裁 決 の 取 消 し の 訴 え
・　　　　　　　Ｉ　。　　　　１．　　　■を 提 起 す る こ と が で き ま す （ な お 、 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌

日 か ら 起 算 し で ６ 箇一月 以 内 で あ って も 、’裁 決 が あ っ た 日 の 翌 日 か ら 起

算 し て １ 年 を 経 過 す る と 決 定 及 び 裁 決 の 取 消 し の 訴え を､提 起 す る こ と

が で き な く な り ま す 。 ） 。


